
議案第１５号  

 

　　　阪南市ふるさとまちづくり応援寄附条例の一部を改正する  

条例制定について  

 

　阪南市ふるさとまちづくり応援寄附条例の一部を改正する条例を別紙

のとおり制定するものとする。  

 

 

令和８年３月３日提出  

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　阪南市長　上　甲　　　誠  

 

 

提案理由  

　地場産品の生産性向上及び新たな地場産品創出を支援する制度構築に

伴う措置
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阪南市ふるさとまちづくり応援寄附条例の一部を改正する 

条例 

 

　阪南市ふるさとまちづくり応援寄附条例（平成２０年阪南市条例第２

５号）の一部を次のように改正する。 

 

第６条を次のように改める。 

（基金への積立て） 

第６条　基金として積み立てる額は、寄附された金額の額から次に掲げ

る費用等を除いた額とし、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。 

(1)　寄附金の受入年度において、第２条に定める事業の実施のための

財源とする額 

(2)　寄附金の受入れに伴い、寄附者に対して提供する返礼品等に要す

る経費 

(3)　寄附金の募集、受付、受入れ等に要する経費 

 

　　　附　則 

　この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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阪南市ふるさとまちづくり応援寄附条例新旧対照表 
 

改　　正　　後 改　　正　　前

 （基金への積立て） 

第６条　基金として積み立てる額は、寄附さ

れた金額の額から次に掲げる費用等を除い

た額とし、一般会計歳入歳出予算に定める

額とする。 

(1)　寄附金の受入年度において、第２条に

定める事業の実施のための財源とする額 

(2)　寄附金の受入れに伴い、寄附者に対し

て提供する返礼品等に要する経費 

(3)　寄附金の募集、受付、受入れ等に要す

る経費

（基金への積立て） 

第６条　基金として積み立てる額は、寄附さ

れた寄附金の額とする。
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